
2050 ［健保］月額変更届のご案内.doc 

〒２２１－０８３４ 

横浜市神奈川区台町 13 番地の 8 ｼｪﾘｰﾋﾙｽﾞ横浜 203 号 

 望月行政・社労士事務所 
TEL ( 045 ) 313 - 6188  FAX ( 045 ) 313 - 6177 

 http://homepage2.nifty.com/OfficeMochizuki/  

月額変更届について 
 

 

月変届（健康保険・厚生年金保険被保険者月額変更届） 

とは、毎年１回の算定基礎届以外での、保険料徴収の 

ための標準報酬の変更届のことです。 

 

 

 

 

 

 

 

被保険者の標準報酬月額は、原則として次の定時決定（算定基礎届）が行われるまでは変

更しませんが、報酬の額が著しく変動すると、被保険者が実際に受け取る報酬の額と標準報

酬月額がかけ離れた額になることがあります。 

このため、被保険者が実際に受けている報酬の額に著しい変動が生じ保険者が必要と認め

た場合には、標準報酬月額の改定を行うことができるようになっています。これを「随時改

定(月変届)」といいます。なお、改定された標準報酬月額は、次の定時決定までの標準報酬

月額となります。 
 

● 
 

随時改定は、次の３つのすべてにあてはまる場合に、固定的賃金の変動があった月

から４ヶ月目に改定が行われます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 昇（降）給などで、固定的賃金に変動があったとき  

• 固定的賃金の変動月以後継続した３ヶ月の間に支払われた報酬の平均

月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間

に２等級以上の差が生じたとき  

• ３ヶ月とも報酬の支払基礎日数が１７日以上あるとき  

 

● 
 

固定的賃金とは？ 

 基本給・家族手当・役付手当・通勤手当・住宅手当など稼働や能率の実績に関係

なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬をいいます。  

（関係条文 健康保険法第４３条、厚生年金保険法第２３条）
 
 

 


